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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも基材層とヒートシール層とを備えた複合フィルムが、前記ヒートシール層を
内側にして二重に積層され、前記複合フィルムの外周縁に沿った帯状の額縁部の少なくと
も一部がヒートシールされ、前記外周縁における開封端に沿った額縁部近傍の内側に、再
密封可能にファスナーが設けられた袋状のファスナー付き包装材料であって、前記ヒート
シール層は、融点が１３５℃以上１８０℃以下である高融点樹脂を主体とする層（Ａ）と
、融点が８０℃以上１３５℃未満である低融点樹脂と前記高融点樹脂との混合樹脂を主体
とする層（Ｂ）と、融点が８０℃以上１３５℃未満である低融点樹脂を主体とする層（Ｃ
）との少なくとも３層とからなり、前記高融点樹脂の融点と前記低融点樹脂の最も高い融
点との差が２０℃以上であり、前記層（Ｃ）の低融点樹脂と前記層（Ｂ）の低融点樹脂と
が溶融時に互いに相溶するものであり、かつ前記３つのヒートシール層が、前記ヒートシ
ール面から（Ｃ）、（Ｂ）、（Ａ）の順に積層されていることを特徴とする包装材料。
【請求項２】
　前記のヒートシールされた一部が、前記開封端に沿った額縁部である場合に、当該一部
のヒートシール強度が、１５Ｎ／１５ｍｍ幅以下であることを特徴とする請求項１に記載
の包装材料。
【請求項３】
　前記のヒートシールされた一部が、前記開封端に沿った額縁部以外の額縁部である場合
に、前記ヒートシール強度が、２０Ｎ／１５ｍｍ幅以上であることを特徴とする請求項１
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または２に記載の包装材料。
【請求項４】
　前記層（Ｂ）に含まれる前記高融点樹脂の割合が５重量％以上７０重量％以下の範囲で
あり、かつ前記低融点樹脂の割合が３０重量％以上９５重量％以下の範囲であることを特
徴とする請求項１から３のいずれかに記載の包装材料。
【請求項５】
　前記層（Ａ）と前記層（Ｂ）の厚み比が３：１～１：４であることを特徴とする請求項
１から４のいずれかに記載の包装材料。
【請求項６】
　前記層（Ｃ）のヒートシール面に、さらに、融点が８０℃以上１３５℃未満である低融
点樹脂層が積層されたことを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の包装材料。
【請求項７】
　少なくとも基材層とヒートシール層とを備えた複合フィルムが、前記ヒートシール層を
内側にして二重に積層され、当該積層された間に内容物が挟まれると共に、前記複合フィ
ルムの外周縁に沿った帯状の額縁部がヒートシールされて密封されており、前記外周縁に
おける開封端に沿った前記額縁部の近傍の内側に、再密封可能にファスナーが設けられた
ファスナー付き包装体であって、前記ヒートシール層は、融点が１３５℃以上１８０℃以
下である高融点樹脂を主体とする層（Ａ）と、融点が８０℃以上１３５℃未満である低融
点樹脂と前記高融点樹脂との混合樹脂を主体とする層（Ｂ）と、融点が８０℃以上１３５
℃未満である低融点樹脂を主体とする層（Ｃ）との少なくとも３層とからなり、前記高融
点樹脂の融点と前記低融点樹脂の最も高い融点との差が２０℃以上であり、前記層（Ｃ）
の低融点樹脂と前記層（Ｂ）の低融点樹脂とが溶融時に互いに相溶するものであり、かつ
前記３つのヒートシール層が、前記ヒートシール面から（Ｃ）、（Ｂ）、（Ａ）の順に積
層されており、かつ前記開封端に沿った額縁部が易開封性であることを特徴とする包装体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、食品等の包装に用いられる包装材料およびそれを用いた包装体に関し、具体
的には、包装体をいったん開封したあとにも開閉自在とすることができるファスナー付き
包装材料およびそれを用いた包装体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファスナー付き包装袋は、輸送や保管の際には内容物を密封状態におくことができ、し
かも、消費者がいったん包装袋を開封した後にも、ファスナーを閉じることにより内容物
を再び密封状態にして保存することができる。そのため、湿気や酸化を嫌う乾燥食品類や
、衛生状態を維持する必要がある傷絆創膏等の衛生用具類などの包装に幅広く使用されて
いる。
【０００３】
　一般に、ファスナー付き包装袋は、消費者が購入する段階で四方または三方がヒートシ
ールされることで内容物が密封された包装体となっている。この包装体の指定された開封
端に沿ってハサミ等で袋を切断すると、開封端のすぐ内側にファスナーが出現する。消費
者は、このファスナーを手指で開いて内容物の一部または全部を取り出すことができる。
内容物の一部だけを取り出した場合には、ファスナーを閉じることによって再び残りの内
容物を密封することができる。次に袋を開く際には、先に切断された端部の摘み代部分を
手指で開いてから内部のファスナーを開き、残りの内容物を取り出すことができる。
【０００４】
　しかし、ハサミ等で切断された開封端部は、包装袋の両面のフィルムがぴったり合わさ
った状態となり、手指では開きにくい。さらに、切断によって摘み代が短くなるため持ち
にくく、力をかけにくいためにファスナーも開きにくい状態となる。
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【０００５】
　ここで、内容物充填前の袋の開口部の内側に、市販のリボン状易剥離性樹脂等を重ねた
一定幅の易剥離性層と、さらにその内側にジッパーとが設けられており、内容物充填後、
該易剥離性層からはみ出すことなく熱シールされて密封されたプラスチック製ガス遮断性
密封袋が開示されている（例えば、特許文献１参照）。しかし、これでは、リボン状易剥
離性樹脂を正確に位置合わせして重ねる工程が増えてしまい、コストアップの原因となる
。
【特許文献１】特開２００３－２３７８０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、従来と同様の製造工程で製造でき、開封端をハサミ等を用いて切断する必要
が無く、かつ輸送途中などでの破袋が生じにくいファスナー付き包装材料およびそれを用
いた包装体を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第一は、少なくとも基材層とヒートシール層とを備えた複合フィルムが、前記
ヒートシール層を内側にして二重に積層され、前記複合フィルムの外周縁に沿った帯状の
額縁部の少なくとも一部がヒートシールされ、前記外周縁における開封端に沿った額縁部
近傍の内側に、再密封可能にファスナーが設けられた袋状のファスナー付き包装材料であ
って、前記ヒートシール層は、融点が１３５℃以上１８０℃以下である高融点樹脂を主体
とする層（Ａ）と、融点が８０℃以上１３５℃未満である低融点樹脂と前記高融点樹脂と
の混合樹脂を主体とする層（Ｂ）と、融点が８０℃以上１３５℃未満である低融点樹脂を
主体とする層（Ｃ）との少なくとも３層とからなり、前記高融点樹脂の融点と前記低融点
樹脂の最も高い融点との差が２０℃以上であり、前記層（Ｃ）の低融点樹脂と前記層（Ｂ
）の低融点樹脂とが溶融時に互いに相溶するものであり、かつ前記３つのヒートシール層
が、前記ヒートシール面から（Ｃ）、（Ｂ）、（Ａ）の順に積層されていることを特徴と
する包装材料である。
【０００８】
　ここで、前記のヒートシールされた一部が、前記開封端に沿った額縁部である場合に、
当該一部のヒートシール強度が、１５Ｎ／１５ｍｍ幅以下であることは好ましい。また、
前記のヒートシールされた一部が、前記開封端に沿った額縁部以外の額縁部である場合に
、前記ヒートシール強度が、２０Ｎ／１５ｍｍ幅以上であることは好ましい。また、前記
層（Ｂ）に含まれる前記高融点樹脂の割合が５重量％以上７０重量％以下の範囲であり、
かつ前記低融点樹脂の割合が３０重量％以上９５重量％以下の範囲であることは好ましい
。また、前記層（Ａ）と前記層（Ｂ）の厚み比が３：１～１：４であることは好ましい。
また、前記層（Ｃ）のヒートシール面に、さらに、融点が８０℃以上１３５℃未満である
低融点樹脂層が積層されたことは好ましい。
【０００９】
　発明の第二は、少なくとも基材層とヒートシール層とを備えた複合フィルムが、前記ヒ
ートシール層を内側にして二重に積層され、当該積層された間に内容物が挟まれると共に
、前記複合フィルムの外周縁に沿った帯状の額縁部がヒートシールされて密封されており
、前記外周縁における開封端に沿った前記額縁部の近傍の内側に、再密封可能にファスナ
ーが設けられたファスナー付き包装体であって、前記ヒートシール層は、融点が１３５℃
以上１８０℃以下である高融点樹脂を主体とする層（Ａ）と、融点が８０℃以上１３５℃
未満である低融点樹脂と前記高融点樹脂との混合樹脂を主体とする層（Ｂ）と、融点が８
０℃以上１３５℃未満である低融点樹脂を主体とする層（Ｃ）との少なくとも３層とから
なり、前記高融点樹脂の融点と前記低融点樹脂の最も高い融点との差が２０℃以上であり
、前記層（Ｃ）の低融点樹脂と前記層（Ｂ）の低融点樹脂とが溶融時に互いに相溶するも
のであり、かつ前記３つのヒートシール層が、前記ヒートシール面から（Ｃ）、（Ｂ）、
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（Ａ）の順に積層されており、かつ前記開封端に沿った額縁部が易開封性であることを特
徴とする包装体である。
【発明の効果】
【００１０】
　包装体形成後に開封端を手指で開封でき、ハサミ等で切断する必要がないファスナー付
き包装材料が得られる。いったん開封した後も、手指による再度の密封と開封とがスムー
ズに行える。一方で、開封前の輸送途中などで破袋するおそれが小さい。製造工程も従来
と同様であって簡単である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明のファスナー付き包装材料の実施形態を図面を用いて説明する。図１－１は、フ
ァスナー付き包装材料１の例を示した正面図である。この例では、略長方形で同じ層構成
の複合フィルム２枚が、互いのヒートシール面を接して重ねられている。これらのフィル
ム四方の外周縁３１～３４に沿って、ヒートシールによりすでに接着され、または接着さ
れる予定の帯状の額縁部４０～４３が設けられている。この例では、これらの額縁部のう
ち、４０、４１、４２の三ヶ所がヒートシールされており（クロスハッチングまたはハッ
チングで表示）、残る額縁部４３は、未だヒートシールされていない状態にあり、包装材
料１は袋状となっている。この状態の斜視図を図１－２に示す。なお、残りの額縁部４３
は、内容物が空間５０から袋内に充填された後ヒートシールされる。これにより、内容物
が密封された包装体が形成される。
【００１２】
　包装材料１において未だヒートシールされていない額縁部としては、３３以外のいずれ
かの額縁部であってもよいし、３３に併せて他の額縁部を含めるようにしても良く、少な
くとも隣接するか、若しくは対抗する二ヶ所の額縁部がヒートシールされて、包装材料が
袋状となればよい。好ましくは、図１－１に記載のように、ヒートシールされない額縁部
を３３だけとし、他の額縁部はヒートシールする。このようにすると、内容物の充填がし
やすく、かつ充填後のヒートシールが単純となる。また、２枚のフィルムを重ねて四方シ
ールする形式ではなく、一枚のフィルムを半分に折って、いずれかの額縁部をヒートシー
ルする三方シール形式でも良い。
【００１３】
　包装材料１の開封端３４は、包装体が開封される際に開封口となる。この開封端３４に
沿ってヒートシールされている額縁部４０は、開封の際に手指で開封できるように比較的
弱い接着強度となるようにヒートシールされる（図１－１においてクロスハッチングで表
示）。一方で、額縁部４０の接着強度が弱すぎると、包装体の輸送途中などでの破袋が生
じやすくなる。そのため、額縁部４０の接着強度は、１５Ｎ／１５ｍｍ幅以下となる条件
でヒートシールされるのが好ましい。
【００１４】
　一方、開封端３４に沿った額縁部４０以外の他の額縁部４１～４３は、破袋が生じない
十分に強い接着強度となるようにヒートシールされる。このような接着強度としては、２
０Ｎ／１５ｍｍ幅以上であることが好ましい。つまり、包装材料１を構成する複合フィル
ム１０と２０間の接着強度は、易開封性を達成する弱シール強度と、十分な破袋耐性を実
現する強シール強度との二段階となる。このような接着強度は、後述する複合フィルムを
用い、これも後述するヒートシール条件でヒートシールすることにより、安定して達成す
ることができる。
【００１５】
　このようにすることにより、輸送途中での破袋のおそれが小さく、しかも手指の力で開
封できる易開封性を付与することができる。また、開封の際に額縁部とファスナーとの間
が切断されず、額縁部も含めて包装体と一体のまま留まっているから、いったん開封した
後に密封して再度開封する際に、従来のような摘み代がなくて開けにくいなどの事態は生
じない。さらに切断による切れ端が散乱してゴミになることもない。
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【００１６】
　開封端３４には、開封の際に手指の掛かりとなる摘み形状の非接着部３５が設けられて
いる。この非接着部３５は、二枚のフィルムの一部が突出して形成され、包装体を構成し
た後にも接着されないままとなっている。この非接着部３５は無くとも良いが、非接着部
３５を設けることにより、包装体開封の際の手指の掛かりとなりやすく、開封しやすくな
るため好ましい。また、非接着部３５は、開封端３４から突出していなくともよく、開封
端３４に沿って、額縁部より狭い一定幅で帯状に設けられていても良い。
【００１７】
　開封端３４に沿った額縁部４０の近傍の内側には、開封端３４に略並行方向に、包装体
の開封後に再密封可能にするための開閉自在の樹脂製ファスナー３０が設けられている。
このファスナーの断面を含む図１－１のＡ－Ａ’断面の模式図を図１－３に示す。ファス
ナー３０は、複合フィルム１０と２０の内表面の相対する位置に、互いに嵌め合い構造を
形成するように雄型と雌型とが接着されて構成されている。このようにファスナーを設け
ることで、一度開封した後で、再度密封して保存することができる。ファスナーの構造や
材質は、従来のファスナー付き包装袋で用いられている密封可能なものを特に制限なく使
用できる。
【００１８】
　包装材料に用いる複合フィルムは、２枚のフィルムを重ね合わせて使用しても良いし、
１枚のフィルムを二つ折りにして使用しても良い。２枚のフィルムを使用する場合は、同
じフィルムであっても良いし、異なるフィルムであっても良い。ただし、異なるフィルム
の場合は、ヒートシールにより互いに接着できる必要がある。いずれにせよ、複合フィル
ムは、フィルムの強度やバリヤ性能を担保する基材層と、ヒートシールを可能にするヒー
トシール層とを有したものを使用し、互いのヒートシール層が直接接するように配置して
用いる。
【００１９】
　複合フィルム１０と２０は、それぞれのヒートシール面４５、４６どうしが接するよう
にして重ね合わされている。複合フィルム１０と２０は、同じ層構成のものを用いるのが
簡便で好ましいが、異なる層構成のフィルムを用いても良い。ただし、ヒートシール可能
なことが必要である。以下、代表して複合フィルム１０の層構成について説明する。
【００２０】
　複合フィルム１０の層構成は、少なくとも基材層１１とヒートシール層１４からなる。
基材層１１は、フィルムの強度およびそれ以外の機能を担う部分である。基材層１１のフ
ィルムとしては、ポリプロピレン（以下ＰＰ）製延伸フィルム（以下ＯＰＰ）、ナイロン
樹脂（以下Ｎｙ）製延伸フィルム（以下ＯＮｙ）、ポリエチレンテレフタレート（以下Ｐ
ＥＴ）製延伸フィルム（以下ＰＥＴフィルム）等が好適に用いられるが、必要に応じこれ
ら以外のフィルムを用いても良い。
【００２１】
　基材層１１に求められる強度以外の機能としては、例えばガスバリヤー性特に酸素バリ
ヤー性がある。これらバリヤー性の付与の方法として、例えば前記ＯＰＰ、ＯＮｙ、ＰＥ
Ｔフィルムの表面にポリ塩化ビニリデン（以下ＰＶＤＣ）、ポリビニルアルコール（以下
ＰＶＡ）、ＰＶＡに鱗片状の無機質を混ぜたもの、オルガノシロキサン等、バリヤー性を
有する層をコーティングしたフィルムを用いることができる。また、ＯＰＰの代わりにＰ
Ｐとエチレン－ビニルアルコール共重合体樹脂（以下ＥＶＯＨ）を積層し延伸したフィル
ム等を用いたり、ＯＮｙの代わりにＮｙとメタキシレンアジパミド樹脂を積層し延伸した
フィルムやＮｙとＥＶＯＨを積層し延伸したフィルム等を用いることができる。また、前
記ＯＰＰ、ＯＮｙ、ＰＥＴフィルムの表面にアルミニウム、酸化アルミニウム、酸化ケイ
素等を蒸着したフィルム等を用いることができる。さらに、前記ＯＰＰ、ＯＮｙ、ＰＥＴ
フィルムに、ＰＶＤＣフィルム、ＥＶＯＨフィルム、アルミニウム箔等のそれ自身がガス
バリヤー性を有するフィルムを積層することができる。
【００２２】
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　また、包装体に、購買意欲を希求するためや内容物に関する情報を表示するために、前
述したＯＰＰ、ＯＮｙ、ＰＥＴフィルム等の基材層を構成するフィルムに印刷を行なうこ
とができる。
【００２３】
　さらに必要に応じて前記各種フィルムならびに前記以外のフィルムを積層して、基材層
として用いることができる。フィルムを積層する方法には、特に制限はなく、公知の技術
を利用できる。例えば、接着剤をフィルム表面に塗布して貼り合わせる方法や、溶融した
樹脂を２枚のフィルムの間に押出しして介在層とする方法等がある。図２は、複合フィル
ムの基材層１１の一構成例を示した概略模式図である。製袋した場合における外面側より
順に、ＯＰＰ層５１、印刷層５２、介在層５３、蒸着アルミニウム層５４、ＰＥＴ層５５
を積層している。
【００２４】
　複合フィルム１０のヒートシール層１４は、少なくとも３層からなる。なお、ヒートシ
ール面とは、ヒートシール層に対して、ヒートシール層と基材層が接する面の反対側の面
を言う。また、主体とするとは、そのものを５０重量％以上を含むことを意味する。
【００２５】
　これら３層は、融点が８０℃～１３５℃である低融点樹脂を主体とする層（Ｃ）１５、
融点が１３５℃～１８０℃である高融点樹脂を主体とする層（Ａ）１２、低融点樹脂と前
記高融点樹脂の混合樹脂を主体とする層（Ｂ）１３であり、層（Ｃ）の低融点樹脂と層（
Ｂ）の低融点樹脂が溶融時に互いに相溶するものであり、層（Ａ）の高融点樹脂の融点と
層（Ｂ）の低融点樹脂の最も高い融点との差が２０℃以上であり、ヒートシール面より層
（Ｃ）１５、層（Ｂ）１３、層（Ａ）１２の順に積層されている。この層構成の模式図を
図３に示す。
【００２６】
　このように融点の異なる樹脂を組み合わせた３層を、この順番で積層してヒートシール
層を構成した複合フィルムを用いることにより、同じフィルムに対してヒートシール条件
を変えるという簡単な条件で、開封端３４の額縁部４０は、輸送途中の破袋のおそれが小
さいにもかかわらず易開封性とすることができ、かつその他の額縁部４１～４３に関して
は、破袋のおそれがない十分な接着強度とすることが可能となる。
【００２７】
　層（Ａ）の高融点樹脂としては、融点が１３５℃～１６５℃の熱可塑性樹脂がより好適
に用いられ、特にポリプロピレン（ＰＰ）が好適に用いられる。ＰＰには、耐寒性や柔軟
性を付与する目的でエチレンやブテン等を共重合してもよい。また、前記各樹脂はそれぞ
れ単独で用いてもよく、２種または３種以上を混合して用いてもよい。例えば、融点が１
６０℃であるＰＰのホモポリマーと融点が１４０℃であるＰＰのコポリマーを混合して用
いることができる。ただし混合樹脂とする場合は、各樹脂の融点のうち最も低い融点と、
後述する層（Ｂ）の低融点樹脂の最も高い融点との差が２０℃以上とすることが好ましい
。このようにすることで易剥離性を比較的容易に実現することができる。好ましくは２３
℃以上、より好ましくは２５℃以上である。
【００２８】
　層（Ａ）は、高融点樹脂を主体として５０重量％以上含んでいれば、本発明の目的を妨
げない限り他のものを含んでいてもよい。例えば柔軟性を付与するため、ポリブテン、エ
チレン－プロピレンゴム等を混合することができる。
【００２９】
　層（Ｂ）は、低融点樹脂と高融点樹脂の混合樹脂を主体とする。層（Ｂ）で用いる高融
点樹脂は、層（Ａ）の高融点樹脂と同じものを用いるのが好ましいが、異なる樹脂であっ
ても良い。ただし、層（Ａ）の高融点樹脂と相溶する樹脂を用いる。また、層（Ｂ）で用
いる低融点樹脂としては、融点が９０℃～１３０℃の熱可塑性樹脂がより好適に用いられ
る。好ましい樹脂としては、低密度ポリエチレン（以下ＬＤＰＥ）、エチレン－αオレフ
ィン共重合体、エチレン－酢酸ビニル共重合体（以下ＥＶＡ）、エチレン－アクリル酸共
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重合体、エチレン－アクリル酸エステル共重合体等を上げることができる。前記各樹脂は
それぞれ単独で用いても良く、２種または３種以上を混合して用いても良い。
【００３０】
　より好適には、層（Ｂ）に含まれる高融点樹脂の割合は５～３０重量％の範囲であり、
かつ低融樹脂の割合は３０～９５重量％の範囲である。層（Ｂ）に含まれる高融点樹脂の
割合が５重量％以上であると、高融点樹脂の融点より高温でヒートシールした場合に、よ
り十分なシール強度となる。また、層（Ｂ）に含まれる高融点樹脂の割合が３０重量％以
下であると、ヒートシール層を形成する時点での層（Ａ）と層（Ｂ）との融着がほとんど
起こらず、高融点樹脂の融点より低温でヒートシールした場合に、より安定した易剥離性
を示す。また、層（Ｂ）に含まれる低融点樹脂の割合が３０重量％以上であると、層（Ｃ
）と層（Ｂ）との層間接着強度が十分に安定し、複合フィルムを巻き取ったり繰出したり
するときの剥離がほとんど起こらなくなる。
【００３１】
　層（Ｂ）は、前記低融点樹脂と高融点樹脂の混合樹脂を主体として５０重量％以上含ん
でいればよく、本発明の目的を妨げない限り他のものを含んでいてもよい。つまり、他の
ものの割合は０～５０重量％未満である。他のものとしては、例えば、複合フィルムの透
明性をより高めるため、相容化剤としてポリオレフィン系エラストマー（以下、ＴＰＯと
いうことがある）等を混合することができる。また、層（Ｃ）にスリップ剤、帯電防止剤
、防曇剤等を添加する場合、その効果を補助する目的で層（Ｂ）にも同様の添加剤を加え
ることができる。
【００３２】
　複合フィルムのヒートシール層の層（Ａ）と層（Ｂ）の厚み比は、好適には３：１～１
：４である。層（Ａ）と層（Ｂ）の厚み比とに、易剥離性を示すヒートシール強度に関連
が見られる場合が存在する。このような場合は、層（Ａ）の厚み比が大きくなるとヒート
シール強度が弱くなり、小さくなるとヒートシール強度は強くなる傾向にある。そして、
層（Ａ）と層（Ｂ）の厚み比で、層（Ａ）の厚み比が３：１以下であると、易剥離性を示
すヒートシール強度がで十分に安定するため、包装体としたとき、この部分が簡単に開封
するようなトラブルを防ぎやすくなる。また、層（Ａ）と層（Ｂ）の厚み比で、層（Ａ）
の厚み比が１：４以上であると、易剥離性を示すヒートシール強度が１５Ｎ／１５ｍｍ幅
を超えにくくなり、安定した易剥離性を得やすい場合がある。
【００３３】
　複合フィルムのヒートシール層１４の厚みは、８μｍ以上がより好ましい。ヒートシー
ル層の厚みが８μｍ以上であると、ヒートシールする際に、フィルムの重なりによる段差
やフィルムの皺、シールする個所に付着した内容物等の異物に対する追随性がより十分と
なり、シールの密封性がより完全になりやすい。厚みの上限を規定する要素は特にないが
、フィルムの取り扱いのし易さや経済性を考慮すれば、１００μｍ以下が好ましい。
【００３４】
　層（Ｃ）に用いる低融点樹脂は、層（Ｂ）で用いる低融点樹脂と同一であっても良いし
、層（Ｂ）の低融点樹脂と溶融時に互いに相溶する別の樹脂であっても良い。例えば、層
（Ｂ）の低融点樹脂がＥＶＡや、ＬＤＰＥまたは、ＥＶＡとエチレン－αオレフィン共重
合体の混合樹脂等のいずれであっても、層（Ｃ）の低融点樹脂として、例えばＥＶＡを用
いることができる。なお、層（Ｃ）は低融点樹脂を主体として５０重量％以上含んでいる
のが好ましく、本発明の目的を妨げない限り他のものを含んでいても良い。例えば、必要
に応じ、スリップ剤、アンチブロッキング剤、帯電防止剤、防曇剤等を含むことができる
。
【００３５】
　複合フィルムのヒートシール層１４は、前述の条件を満たせば、必要に応じて４層以上
であってもよい。例えば、フィルムのカールを防ぐため対称構成としてもよく、ヒートシ
ール面より（Ｃ）（Ｂ）（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の順番による構成等とすることもできる。複
合フィルムの効果はヒートシール面より３層目までで発現するため、前述した層（Ａ）と
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層（Ｂ）の厚み比の好適な範囲は、ヒートシール面よりそれぞれ３層目および２層目の厚
みの比が該当する。
【００３６】
　このような複合フィルムのヒートシール強度は、ヒートシール温度が前記高融点樹脂の
融点付近において急激に変化し、前記融点よりヒートシール温度が低温側では、ヒートシ
ール強度が１５Ｎ／１５ｍｍ幅以下となって、接着状態でありながら易剥離性を示し、前
記融点よりヒートシール温度が高温側ではヒートシール強度が２０Ｎ／１５ｍｍ幅以上と
なって強固なシールが可能である。従って、上述の複合フィルムを使用すれば、包装体を
形成する際に、開封すべき箇所を前記高融点樹脂の融点より低温でヒートシールすること
により容易に開封することができるようになり、これ以外のヒートシール箇所を前記高融
点樹脂の融点より高温でヒートシールすることにより強固な包装体となる。そのため、内
容物が重量物であっても輸送等の過程でヒートシールした部分が剥がれるにくい十分な耐
破袋性を有する包装体を実現できる。
【００３７】
　特筆すべきは、前記高融点樹脂の融点前後の、ヒートシール強度が低い易剥離性を示す
領域内、およびヒートシール強度が高い強固なシールとなる領域内のそれぞれにおいて、
ヒートシール温度やヒートシール圧力が少々変動しても、ヒートシール強度がほとんど変
化しないことである。このため、ヒートシール時の温度や圧力が多少変動しても包装体の
性能に影響が出にくく、いかなる製袋システム、充填システムにも安定して利用が可能で
ある。さらに、前記層（Ａ）と前記層（Ｂ）の厚み比を変えることによりヒートシール強
度が低い領域におけるヒートシール強度を任意に設定できる。
【００３８】
　複合フィルムのヒートシール層の形成方法としては、公知の多層フィルムの製造方法を
用いることができ、例えば共押し出ししＴダイより押し出して冷却ロールにより冷却・製
膜する方法、共押し出しし円形ダイより押し出してインフレーションにより冷却・製膜す
る方法、各層を順次押し出しし積層する方法等がある。また、一旦多層フィルムを形成し
てからさらに延伸してもよい。特に共押し出し製膜後、さらに延伸してヒートシール層と
なるフィルムを形成する方法は、ヒートシール層の各層間の接着強度を適度な範囲にコン
トロールすることが容易なので好ましい。
【００３９】
　複合フィルムでは、ヒートシール層の層（Ｃ）のヒートシール面側にさらに、融点が８
０℃～１３５℃である低融点樹脂層を積層することができる。これにより、例えば、帯電
防止機能を付与したりすることが容易となる。このような低融点樹脂層には、特に低密度
ポリエチレン、エチレン－αオレフィン共重合体、エチレン－酢酸ビニル共重合体、エチ
レン－アクリル酸共重合体、エチレン－アクリル酸エステル共重合体が好適である。前記
樹脂層には、本発明の目的を妨げない限り他のものを含んでいても良い。必要に応じ、例
えばスリップ剤、アンチブロッキング剤、帯電防止剤、防曇剤等を含むことができる。
【００４０】
　図４は、複合フィルム１０のヒートシール層の層（Ｃ）１５のヒートシール面側に、さ
らにＬＤＰＥ層１６を積層したフィルムの概略断面図である。積層の方法に特に制限はな
いが、例えば複合フィルムを形成した後、ヒートシール層の層（Ｃ）のヒートシール面側
に、押し出しラミネーションを行なう方法等がある。
【００４１】
　基材層とヒートシール層を積層する方法には、特に制限はなく、公知の技術を利用でき
る。例えば、接着剤をフィルム表面に塗布して貼り合わせる方法や、溶融した樹脂を２枚
のフィルムの間に押出しして介在層とする方法等がある。例えば、基材層とヒートシール
層を、接着剤を塗布して貼り合わせてもよいし、溶融した樹脂を基材層とヒートシール層
の２枚のフィルムの間に押出しして介在層としてもよい。溶融した樹脂を２枚のフィルム
の間に押出しして介在層とする方法は、押し出しラミネーションの応用である。従って押
し出しラミネーションと同様に、必要に応じてフィルム表面にアンカーコート剤を塗布し
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、接着強度の向上を図ることができる。介在層に使用する樹脂も、押し出しラミネーショ
ンに使用されている樹脂を用いればよく、例えば、ＬＤＰＥ、エチレン－αオレフィン共
重合体、ＥＶＡ、エチレン－アクリル酸共重合体、エチレン－アクリル酸エステル共重合
体、ＰＰ等を用いることができる。
【００４２】
　このように構成した複合フィルムは、ヒートシール温度がある閾値より上と下とで、ま
ったく異なるヒートシール強度を発揮し（ヒートシール強度がジャンプする）、しかも、
それぞれの範囲内ではヒートシール温度が変化しても一定のヒートシール強度を発揮する
。このような効果を奏する理由としては、以下のように考えている。複合フィルムのヒー
トシール面どうしを合わせて比較的低温度でシールすると、ヒートシール面の層（Ｃ）ど
うしは溶着するが、層（Ａ）は融解しないままとなる。その結果、このようにヒートシー
ルされた部分を剥離すると、層（Ａ）と層（Ｂ）の界面がはがれる弱接着強度の弱シール
となる。一方、比較的高温でヒートシールした場合には、層（Ａ）も融解し、その結果、
複合フィルムのいずれの界面でも接着強度が大きくなって、強シールとなる。
【００４３】
　このような複合フィルムを用いてファスナー付き包装材料を構成することにより、輸送
途中における破袋のおそれが小さく、にもかかわらず、開封端を手指で開封できる易開封
性を持たせることができる。このような包装材料を用いて構成された包装体を開封する際
には、摘み形状の非接着部３５を両手の手指で分けて摘んで左右に引っ張る。すると、易
開封性の額縁部４０の接着界面が剥がれて、ファスナーが出現する。あとはこのファスナ
ーを開いて内容物を取り出せばよい。開封後の包装体のファスナーを閉じて再度密封した
後、開封する場合には、最初に開封したのと同じようにして開封すればよい。以下、本発
明を実施例に基づいて説明する。
【実施例１】
【００４４】
　まずヒートシール層として、層（Ｃ）に融点９２℃のＥＶＡを、層（Ａ）に融点１６０
℃のＰＰを７０重量％とポリブテン樹脂を３０重量％を混合した樹脂を、層（Ｂ）に前記
ＥＶＡを６０重量％と前記ＰＰを２５重量％と密度０．８７のポリオレフィン系エラスト
マーを１５重量％を混合した樹脂を用いた。これらを用いて、層構成が層（Ｃ）、層（Ｂ
）、層（Ａ）、層（Ｂ）、層（Ｃ）の順番となるように共押し出しし、さらにフィルムの
流れ方向に３倍、幅方向に２．５倍延伸して、層（Ｃ）１μｍ、層（Ｂ）２μｍ、層（Ａ
）５μｍ、層（Ｂ）２μｍ、層（Ｃ）１μｍの順番と厚みで、総厚み１１μｍの５層のフ
ィルムを作成した。次に基材層としてユニチカ（株）製ＰＥＴフィルム「エンブレットＰ
ＥＴ」２５μｍを使い、前記ＰＥＴフィルムの貼り合わせ面にポリエチレンイミン系アン
カーコート剤を塗布後、ＬＤＰＥを介在層として押し出しラミネーションにより、基材層
とヒートシール層を積層し、複合フィルムを得た。ＬＤＰＥ介在層の厚みは１５μｍであ
り、複合フィルムの総厚みは５１μｍであった。得られた複合フィルムのヒートシール強
度とヘイズを評価した。評価結果を表１に示す。
【００４５】
　このフィルムでは、ヒートシール温度が１６０℃と１８０℃の間にヒートシール強度の
ジャンプがあり、その前後では、ヒートシール温度の大小によらずにヒートシール強度が
一定であるのが分かる。また、ヘイズは良好な値を示した。
【００４６】
　なお、ヒートシール強度の評価は以下のようにして行った。まず試験片は、２枚のフィ
ルムのヒートシール面を合わせて、その一端をテスター産業（株）製ヒートシールテスタ
ーＴＰ－７０１Ｓで、ヒートシール時間１秒、ヒートシール圧力９８ｋＰａでヒートシー
ルした。その際、ヒートシール温度を１００℃から２００℃まで２０℃毎に６水準に変化
させて試験片を作成した。ヒートシール強度の測定はＪＩＳ－Ｚ１７０７に従い、２３℃
、相対湿度５０％環境下にて測定した。ただし、試験速度は、毎分３００±３０ｍｍとし
た。フィルムの流れ方向（ＭＤ）と幅方向（ＴＤ）についてそれぞれ測定した。また、ヘ
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イズの評価は、ＡＳＴＭＤ－１００３に従って行った。
【００４７】
　この複合フィルムを用いてファスナー付き包装材料を作成した。上記で得た複合フィル
ムを巻き取ったロール二本を用意して、製袋機にセッティングした。複合フィルムのヒー
トシール面どうしを対向させて２軸繰出し機から連続的に繰出すと共に、樹脂ファスナー
帯を繰出して三方をヒートシールしたのち、包装材料ごとに切断した。このとき、開封端
の額縁部のヒートシール条件は、ヒートシール温度１２０℃、ヒートシール時間１秒、ヒ
ートシール圧力９８ｋＰａとし、その他の額縁部のヒートシール条件は、ヒートシール温
度１８０℃、ヒートシール時間１秒、ヒートシール圧力９８ｋＰａとした。
【００４８】
　これで、ファスナーを付与した開封端と反対側の袋の１辺が開口し、三方がヒートシー
ルされたシール幅１０ｍｍでフィルムの流れ方向（袋になった時は、横方向）の長さが１
００ｍｍ、流れと直角方向（袋になった時は、縦方向）の長さが１５５ｍｍの所謂横取り
製袋の袋状の包装材料を得た。なお、摘み形状の非接着部の高さは５ｍｍとした。また、
ファスナー帯は、その上端が額縁部の内端縁から１０ｍｍの位置になるように設けた。こ
のようにして、図１－１のような底が開口部となっている包装材料を得た。従来の包装材
料の製造方法に比して、ヒートシールする場所に応じてヒートシール温度を変えただけの
簡単な条件で、目的とする包装材料を作成することができた。
【００４９】
　次に、この包装材料の開口部から、内容物として幅２０ｍｍ、厚さ１０ｍｍのウェハス
を３個並べて挿入し、開口部をシールして４方シールされた包装体とした。この包装体を
用いて、手指による易開封性試験を行った。包装体は、良好な易開封性を示した。
【実施例２】
【００５０】
　まずヒートシール層として、層（Ｃ）に融点９２℃のＥＶＡを、層（Ａ）に融点１６０
℃のＰＰを７０重量％とポリブテン樹脂を３０重量％を混合した樹脂を、層（Ｂ）に前記
ＥＶＡを６０重量％と前記ＰＰを２５重量％と密度０．８７のポリオレフィン系エラスト
マーを１５重量％を混合した樹脂を、層構成が層（Ｃ）、層（Ｂ）、層（Ａ）、層（Ｂ）
、層（Ｃ）の順番となるように共押し出しし、さらにフィルムの流れ方向に３倍、幅方向
に２．５倍延伸し、層（Ｃ）１μｍ、層（Ｂ）２μｍ、層（Ａ）４μｍ、層（Ｂ）２μｍ
、層（Ｃ）１μｍの順番と厚みで、総厚み１０μｍの５層のフィルムを作成した。次に基
材層としてユニチカ（株）製ＰＥＴフィルム「エンブレットＰＥＴ」１２μｍを使い、前
記ＰＥＴフィルムの貼り合わせ面にポリエチレンイミン系アンカーコート剤を塗布後、Ｌ
ＤＰＥを介在層として押し出しラミネーションにより、基材層とヒートシール層を積層し
、複合フィルムを得た。ＬＤＰＥ介在層の厚みは２０μｍであり、複合フィルムの総厚み
は４２μｍであった。得られた複合フィルムのヒートシール強度の評価結果を表２に示す
。
【００５１】
　なお、ヒートシール強度の評価は、以下のようにして行った。まず試験片は、２枚のフ
ィルムのヒートシール面を合わせて、その一端をテスター産業（株）製ヒートシールテス
ターＴＰ－７０１Ｓで、ヒートシール時間２秒でヒートシールした。その際、ヒートシー
ル温度を１００℃から２００℃まで２０℃毎に６水準に変化させ、さらにヒートシール圧
力を９８ｋＰａと１９６ｋＰａの２水準に変化させた条件でそれぞれヒートシールして試
験片を作成した。ヒートシール強度はＪＩＳ－Ｚ１７０７に従い、２３℃、相対湿度５０
％環境下にて測定した。ただし、試験速度は、毎分３００±３０ｍｍとした。フィルムの
流れ方向と幅方向についてそれぞれ測定し、その平均値をフィルムの接着強度とした。
【００５２】
　表２から、ヒートシール温度を変えるという簡単な手段により、１つのフィルムを用い
て、開封する部分のヒートシール強度が１５Ｎ／１５ｍｍ幅以下の易剥離性すなわち良好
な開封性のヒートシール層分と、それ以外のヒートシール強度が２０Ｎ／１５ｍｍ幅以上
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の十分な耐破袋性のヒートシール層分とに、安定して使い分けられることがわかる。
【００５３】
　この複合フィルムを用いて、実施例１と同様にして包装体を作成し、手指による易開封
性試験を行った。開封端の額縁部のヒートシール条件は、ヒートシール温度１４０℃、ヒ
ートシール時間１秒、ヒートシール圧力９８ｋＰａとし、その他の額縁部のヒートシール
条件は、ヒートシール温度１８０℃、ヒートシール時間１秒、ヒートシール圧力９８ｋＰ
ａとした。包装体は、良好な易開封性を示した。
【００５４】
　［比較例１］
　基材層としてユニチカ（株）製ＰＥＴフィルム「エンブレットＰＥＴ」１２μｍを使い
、ヒートシール層として東セロ（株）製直鎖状低密度ポリエチレンフィルム「ＴＵＸ－Ｆ
ＣＤ」２５μｍを使い、実施例１と同様に、ＬＤＰＥを介在層として押し出しラミネーシ
ョンにより、基材層とヒートシール層を積層し、複合フィルムを得た。ＬＤＰＥ介在層の
厚みは２０μｍであり、複合フィルムの総厚みは５７μｍであった。得られた複合フィル
ムを用いて、実施例２と同様にして接着強度を評価した。評価結果を表２に示す。ヒート
シールの圧力や温度を変化させても、ヒートシール強度は若干変化するものの高いままで
あった。これを用いて実施例１と同様にして、包装体を作成したが、手指で開封すること
はできなかった。
【００５５】
【表１】

【００５６】
【表２】

【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１－１】ファスナー付き包装材料例の概略構成を示した模式図である。
【図１－２】ファスナー付き包装材料例の概略構成を示した斜視図である。
【図１－３】Ａ－Ａ’断面を模式的に示した断面図である。
【図２】基材層の層構成例を示した模式図である。
【図３】複合フィルムの層構成の他の例を示した模式図である。
【図４】複合フィルムの層構成のさらに他の例を示した模式図である。
【符号の説明】
【００５８】
１ 包装材料
１０、２０ 複合フィルム
１１基材層
１２層（Ａ）
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１３層（Ｂ）
１４ヒートシール層
１５ 層（Ｃ）
１６ ＬＤＰＥ層
３０ 樹脂製ファスナー
３１-３３ 外周縁（開封端以外）
３４ 外周縁（開封端）
３５ 非接着部
４０ 額縁部（開封端に沿った部分）
４１-４３ 額縁部（開封端ではない部分）
４５、４６ ヒートシール面
５０ 空間
５１ ＯＰＰ層
５２ 印刷層
５３ 介在層
５４ 蒸着アルミニウム層
５５ ＰＥＴ層

【図１－１】

【図１－２】

【図１－３】

【図２】
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